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提案理由 

国に対し、労働者派遣法改正案を廃案するよう強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



労働者派遣法改正案の廃案を求める意見書 

 

今国会で審議中の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律」（労働者派遣法）改正案は、これまで派遣先企業が、同じ

業務に３年以上同一の派遣労働者を受け入れ続けた場合は、直接雇用が義務付

けられていたものが、今後は過半数労働組合等の意見聴取だけで、反対されて

も派遣期間を延長できることになる。また、３年で派遣労働者を入れ替えれば、

いつまでも派遣労働者により業務を続けることが可能になるのである。 

これでは、派遣労働者は３年を超えても、同じ企業の職場を転々とさせられ

るだけで、直接雇用の道はなくなり、文字通り「生涯派遣」の身となるのであ

る。そればかりか、低賃金の派遣労働者を無期限で受け入れ可能になれば、コ

ストの高い正社員との「常用雇用の代替」が進むのは明らかである。 

企業にすれば、派遣労働者に置きかえることで直接の雇用責任がなくなり、

社会保険料の負担を回避でき、賃上げや労働時間など待遇改善の交渉に応ずる

義務はなくなる。また、景気次第では簡単に「派遣切り」が可能になるのであ

る。 

これは、労働者派遣法で「臨時的・一時的業務に限る」、「常用雇用の代替で

あってはならない」と禁止した大原則の廃止であり、戦後の日本の雇用形態を

根本的に変えることになる。 

労働基準法は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要

を充たすべきもの」、「労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきも

の」として、労働者が人材派遣会社から公然と「ピンハネ」される間接雇用を

禁止してきたのである。 

企業が労働者を雇用する場合は、ハローワーク等を利用して募集し、応募し

た労働者との間で直接雇用契約を交わし、採用するのが職業安定法や労働基準

法の本来の姿である。 

よって、本市議会は国に対し、労働者派遣法改正案を廃案するよう強く求め

るものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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